
池田市公共施設等再整備事業計画策定支援業務委託に関する公募型プロポーザル 質疑回答書

番号

1

2

回 答
市職員４名での構成です。

情報公開請求が来た場合に、池田市情報公開条例に基づき開示
手続きを⾏い、池田市情報公開条例第７条に規定する不開示情
報については開示を⾏いません。ただし、文書内容によって
は、開示決定等を⾏うにあたり、意⾒を聞かせていただく場合
がございます。

質  疑  内  容
実施要領P4、9-(1)に記載の選定委員会メン
バーの組成について、どのような方で構成さ
れるか可能であればご教示頂けませんでしょ
うか。

実施要領P5、12-(7)に記載の情報公開手続
きについて、公開に際しては事前にその内容
についてご相談いただけると理解しておりま
すがよろしいでしょうか。

質  疑  項  目

情報公開手続きについて

選定委員会メンバーの組
成について


